
 

 

 

 
 
県では、平成 28年(2016年)3月に「第 3期熊本県地域福祉支援計画」を策定し、県内

各地域での地域福祉の取組みを推進しています。 
地域福祉総合支援事業では、「第 3期熊本県地域福祉支援計画」の

推進に先駆的に取り組む団体を支援し、多様な福祉サービスが育つ
きかっけづくりを行うものです。 

 

 
地域福祉に取り組んでいる民間団体（社会福祉法人、NPO 法人、

地域福祉活動団体等）で、熊本県内に事務所を設置し、団体の定款
や規約等を有することなどの条件を満たす必要があります。 

 
 

 

「第 3期熊本県地域福祉支援計画」の推進に寄与する、次に例示するような地域福祉活

動事業を補助対象とします。（複数の事業を組み合わせて実施することも可能です。）ただ

し、県内で実施する場合に限ります。また、継続事業にあっては補助開始から２年を限度

とし、補助を行うか否かは毎年判断します。 
①見守り活動 

  地域住民による声かけ、定期的な訪問、ジュニアヘルパー等の取組み 

②配食・会食サービス 
  一人暮らしの高齢者等地域住民の安否確認や交流を目的とした配食・会食による仕組みづくり 

③買い物支援事業 
  高齢者や障がい者・子育て中の母親など買い物等が困難な者あるいは困難な地区における移動販売や買い物代 

行等の仕組みづくり 

④生涯現役社会を支えるための健康づくり事業 
生涯現役をめざして健康を維持するため、介護予防・認知症予防のための健康教室や口腔ケア活動等の交流事業 

⑤学びの縁がわ事業 
  高齢者や退職者等の力を活用した地域の子どもの学習支援や世代間交流等の取組み 

 ⑥その他、「第３期熊本県地域福祉支援計画」の推進に寄与する先駆的又はモデル的な
地域福祉活動 

  地域の縁がわ等における地域住民の先駆的な交流事業、啓発セミナー、ボランティアの養成、高齢者や障がい 

者などの生活支援、地域のニーズや課題に対応する地域福祉活動等 

 

 

○対象経費の３分の２以内の額で上限額１００万円（千円未満の端数は切り捨て） 
 ただし、被災者支援事業（※）は、対象経費の 4分の３以内で上限額２００万円。 
○対象経費は、①賃金、②謝金、③旅費、④食糧費、⑤需用費、⑥役務費、⑦委託料、
⑧使用料及び賃借料、⑨備品購入費（単価 3万円以上、車両も可）の経費のうち、事
業遂行上必要なものとして認めたものに限り、団体の運営に要する経常的経費（家賃、
光熱水費、団体の役員や職員の人件費等）は対象外とします。＜募集要項３ページの
「５ 補助対象経費」と末尾「別表１」を参照＞ 

  ※被災地ｺﾐｭﾆﾃｨ再生支援事業の対象は、平成 31 年度(2019 年度)末時点で地域支え合いｾﾝﾀｰ
を設置している市町村（熊本市、宇土市、宇城市、阿蘇市、八代市、菊池市、合志市、大津町、
菊陽町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、美里町、氷川町）。 

令和元年度(2019 年度)地域福祉総合支援事業  
（熊本県健康福祉政策課地域支え合い支援室） 

補助対象となる団体 

補助対象となる事業 

地域福祉活動に取り組む団体を募集！ 

補助率・補助金額・対象経費 



 

 申請書類の提出前に事前相談を地域ごとに実施します。 

申請を希望される団体は、必ず事前相談の申込みをお願いします。（事前相談日につい

ては、募集要項４～５ページ「７申請方法」の「（３）申請の事前相談」を参照ください。） 

 事前相談では、事業内容の聞き取りや準備されている申請書類の確認等を行います。 

その後、申請書類の提出をしていただくことになります。 
※締切までに事前相談の申し込みが間に合わなかった場合は、各地域の下記申込先にご
相談ください。 

 
 

 

補助対象団体及び補助対象経費については、外部の有識者等で構成した審査会におい

て、予算の範囲内で決定します。 

なお、過去に当補助金の交付決定を受けたことがない施設が優先されます。 
 

 

 

令和元年(2019年)６月 2８日（金）（郵送の場合も当日必着） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≪申請書の提出先≫ 申請団体の住所地の市町村 

※ 応募の前に、募集要項や Q&Aで詳細を御確認ください。 
 
募集要項等（申請書含む）は県ホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_27420.html 

各広域本部、各地域振興局、県庁情報プラザ、くまもと県民交流館パレアにも置いてあります。 

 
 
第 3期熊本県地域福祉支援計画は県ホームページのこちらからダウンロードできます。 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19611.html 

↓地域の縁がわについてはこちらも御参照ください。 

ホームページ「地域の縁がわ＠くまもと」      地域の縁がわ   検索 

http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1237   

事前相談の申込み先、申請書の提出先、実績報告書の提出先 
団体の住所が熊本市以外にある場合→管轄する各広域本部福祉課
団体の住所が熊本市内にある場合→健康福祉政策課地域支え合い支援室 

団体の住所 申込先および提出先 住 所・電話番号 

荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長
洲町、山鹿市、菊池市、合志市、大津町、菊陽
町、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森

町、南阿蘇村、西原村 

県北広域本部 
 菊池地域振興局福祉課 

〒861-1331  
菊池市隈府 1272-10 
TEL 0968-25-0689 

宇土市、宇城市、美里町 県央広域本部 
宇城地域振興局総務福祉課 

〒869-0532 
宇城市松橋町久具 400-1 
TEL 0964-32-2416 

御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 県央広域本部 
上益城地域振興局福祉課 

〒861-3206 
御船町辺田見３９６-１ 
TEL 096-282-0215 

八代市、氷川町、水俣市、芦北町、津奈木町、
人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、

水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村 

県南広域本部 
 八代地域振興局福祉課 

〒866-0811 
八代市西片町 1660 

TEL 0965-33-8756 

天草市、上天草市、苓北町 天草広域本部 
天草地域振興局福祉課 

〒863-0013 
天草市今釜新町 3530 
TEL 0969-22-4241 

熊本市 地域支え合い支援室 
（県庁新館３階） 

〒862-8570 
熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

TEL 096-333-2201 

 

申請にあたっては、募集要項をよく読まれたうえでお申込みください。 

事 前 相 談 

応 募 期 限 

そ の 他 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_27420.html

